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１．はじめに 
 日本は、フィリピン海プレート、太平洋プレート、北米プレート及びユーラシアプレー

トに囲まれているので、日本の周辺海域には、あるプレートが、他のプレートに沈み込む

境界付近にできる細長い海底盆地（トラフ：trough）が数多く存在している。代表的なト

ラフは、相模トラフ、南海トラフ、駿河トラフがある。また、陸地の地下には、地層や岩

盤に力が加わってできた断層（フォールト：fault）が多数存在している。日本には、フィ

リピン海プレートが北米プレートに、年３cm から５cm くらい沈み込む海底分地が相模ト

ラフであり、フィリピン海プレートがユーラシアプレートに、年 3 ㎝から 5 ㎝くらい沈み

込む海底盆地が南海トラフであり、太平洋プレートが北米プレートに、年 8 ㎝くらい沈み

込む海底盆地が日本海溝である。日本の陸地の地下には、数知れない多数の断層が存在し

ている。 
このようなトラフや断層の活動によって、日本の国土は、何十年または何百年に 1 度の

周期で、巨大地震に襲われることが宿命づけられた国である。したがって、巨大地震によ

る被災からの復興のための保険制度が考案され始めた。その先鞭は、日本に保険制度を導

入するために御雇外国人として来日したドイツ人のパウル・マイエットからであった。彼

は、日本で火災保険制度を始めるためには、地震損害を標準担保するものでなければ意味

がないと考えたが、時の政府の高官や損害保険会社によって、それは実現しなかった。明

治、大正、昭和と時が流れ、我が国において損害保険業界が世界においても充実した段階

に達した昭和 40 年代になって、昭和 39 年に発生した新潟地震によって地震保険を作れと

いう政界や財界の動きがあり、1966 年（昭和 41 年）6 月 1 日に産声をあげた。本シンポ

ジウムにおいて、来年で 60 周年を迎える、日本における地震保険制度の現状と課題につ

いて検討してみたい。 
 

２．地震保険制度の現状について 
地震保険制度は，その当初から多くの問題点を包蔵していた。それらは，損害保険事業

がわが国に導入されたその時点からの懸案事項であり，明治、大正、昭和と、地震保険制

度の実施が幾度か見合わされた原因ともなったものである。また、現在においても克服し

きれない懸案事項でもある。 

 その問題点を大別すると，つぎの 3つに分類することができる。すなわち，第 1に，地

震による損害額がときに異常巨大となるおそれがあること，第 2に，地震の発生頻度や地

震損害の度合いが統計学上の大数の法則にのりにくいこと，第 3に，地震保険においては

逆選択のおそれが大きいことである。 
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（1）地震損害の異常巨大性 

 この地震損害が巨額にのぼる危険性があるという点は，最も困難な問題である。すなわ

ち，地震による損害は必ずしも巨額になるとはかぎらないが，しかし，ときに異常巨大な

損害額に達し，保険者の担保力が到底これに及ばない場合があり，地震保険を設定する際

には，このような損害の集中による危険を，なんらかの方法で分散する必要性に迫られる。  

したがって，我が国の地震保険制度は，巨大地震によって生ずる損害の過度の集中によ

る危険を分散するために，以下の種々の方策を講じている。 

 

① 担保損害査定区分の限定と拡大 

 全損のみ担保→全損及び半損のみ担保→全損、半損及び一部損担保→全損、全損、大半

損、小半損及び一部損担保という流れで、担保損害区分が多段階になり拡大した。 

 創設当時は全損のみ担保であったが、 1978（昭和 53）年 6 月 12 日の宮城県沖地震に

よって，JA共済の建物更生共済（以下、「建更」と略称する。）に対し見劣りがしたことか

ら半損担保を導入し、1980（昭和 55）年 7月 1日より，建物および家財の半損担保を行う

ことになった（地震保険法施行令 1条 1項 2号，5号）。また、1987（昭和 62）年 12月 18

日午前 11時 8分に発生したマグニチュード 6.6の千葉県東方沖地震および 1989（平成元）

年 7月 9日からの断続的な地震となった伊豆東方沖群発地震によって,こちらも、建更との

支払保険金額の比較から,一部損も担保すべきとの世論から, 1991（平成 3）年 4月 1日に

一部損担保が導入された（地震保険法施行令 1条 1項 3号，6号）。さらに、2011(平成 23)

年 3月 11日に発生した東日本大震災によって、一部損と半損の幅が空きすぎていることが

批判され、半損を大半損と小半損の査定区分を区分し、2017（平成 29）年 1月 1日に導入

した。 

これに対し、損害保険業界の中では、損害査定区分の新たな挿入については慎重である

べきだとする見解も根強い。その論拠は、第 1 に、損害区分の細分化によって巨大地震の

際の損害保険会社側の損害査定要員の確保ができるのかという査定能力の限界の問題があ

る。第 2 に、査定や地震保険金の支払の迅速性が害される危険性がある。第 3 に、損害区

分の境界線において再査定、再々査定の案件が増大する可能性が高い。居住用建物につい

ては、今回は一部損と半損の境界線であった 20％をめぐって、また、半損と全損の境界線

である 50％をめぐって、5 度の再査定をしたケースもあり、境界線を増やすことはそれだ

け損害査定をめぐるトラブルが増加することになる。第 4 に、東日本大震災のデータでは、

全損 5.9％、半損 26.6％の支払件数であるのに対し、一部損の支払件数の割合は 67.5％に

上っている現実からすると、更なる支払地震保険金の増大につながるというものである。 
 このような損害査定区分を設けているのは、地震保険制度を有している国の中では日本

だけである。CEA (California Earthquake Authority：カリフォルニア地震公社)が運営す

るアメリカのカリフォルニア州の地震保険や EC (Earthquake Commission：地震委員会)
が運営するニュージーランドの地震保険にはこのような損害査定区分はない。火災保険と

同じように生じた損害に応じて地震保険金が支払われる実損填補の保険である。カリフォ

ルニア州で発生した1989年10月17日のRoma Prieta地震（通称サンフランシスコ地震）、

1994 年 1 月 17 日の Northridge 地震（通称ロス・アンジェルス地震）、また、ニュージー

ランドで発生した 2011 年 2 月 22 日の Canterbury 地震（通称クライストチャーチ地震）
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の地震損害の程度から考えて損害査定区分を設けなくとも対処できる程度の地震損害とい

うことができよう。したがって、日本独自の損害査定区分の設定には中規模以上の地震の

発生頻度、それによる地震損害の程度を考慮すれば経験則からして合理性がある。それで

は更に多段階化へ踏みだすべきかという議論については、慎重派の上述した 4 つの主な論

拠を克服しなければならない。第 1、第 2 及び第 3 の論拠については、地震損害の査定要

員を確保する努力を、損害保険業界を挙げて日常的に取り組み、査定スキルのアップに向

けた種々の研修を日常的に課すことによって克服できない問題ではない。それが損害保険

業界の社会的な責任や使命の問題に属する以上、絶え間ない努力をする意味は十分にある

し、そのための予算を保険加入者の地震保険料から汲み取ることも吝かではないであろう。

第 4 の論拠については、確かに支払地震保険金の増大につながる可能性が高いが、東日本

大震災における苦情や批判を吸収することが地震保険に対する国民の期待に副う形で損害

区分を増加させた。 
 逆に、損害査定区分の多段階化ではなく、段階を縮小して全損だけにする、あるいは全

損と半損の 2 区分にするという先祖がえりの見解もないわけではない。来るべき首都直下

型地震、東海地震、南海地震、それらの 2 連動 3 連動の地震の発生という破局的・壊滅的

な巨大地震を想定した場合には、損害区分の慎重派からすれば一部損の廃止もあり得ると

いうことになろう。しかし、半損区分や一部損区分の導入に関する前述した経緯からする

と、逆方向に舵を切ることは地震保険加入者の地震保険離れを引き起こしかねない。そん

な不完全な地震保険ならば加入する意味はなく、災害救助法や被災者生活再建支援法を頼

りに、あとは預金等による自己防衛をした方がましだということになりかねない。 
 また、地震保険の創設の当初において、地震保険の法的性質は、全損区分のみとし、災

害によって当座の生活資金を確保する見舞金的な性格を有する費用利益保険であった。そ

の法的性質が、半損区分及び一部損区分を導入した時点で、火災保険と同じような物保険

的性質に転化したということもできよう。そこで、地震保険加入者は、地震保険を火災保

険と同じく損害が生じた割合に応じて地震保険金を支払うという実損填補の原則が機能す

る保険だという誤解を生じさせることがそのトラブルの原因であった。したがって、地震

保険加入時の加入者に対する正確な損害区分への理解をどのように普及・定着させるか、

政府や損害保険業界の更なる努力や工夫がなされなければならない。 
 

② 付保制限  

損害填補額の限度については，まず，付保割合の制限を設け，主契約の火災保険契約の

保険金額の 30％とした（地震保険法 2 条 2 項 4 号旧規定）。この付保制限は、我が国の地

震保険制度の核心的部分であり、巨大地震による集積支払保険金を抑制するための装置で

あるので、現在に至るまで慎重に扱われてきた。ただ、1980（昭和 55）年 7月 1日に、30％

～50％に制限が引き上げられた。 

地震保険法に基づく地震保険制度は、50％を限度とする付保制限を課し、この制限を引

き上げることは、集積保険金支払金額を抑制する観点から、強く堅持しなければならない

制限であるので、現在まで変わらず残存し続けている。 

これに対し、地震被災者からは、主契約の火災保険契約の保険金額の 50％だけでは、被

災後の家屋の再建には十分ではなく、元の生活状況に復帰することができないとの不満が

あった。そこで、この不足する部分を補うための保険が考案されてきた。 
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第１に、阪神・淡路大震災後に生まれた兵庫県のフェニックス共済である。兵庫県が運

営するフェニックス共済（兵庫県住宅再建共済制度）も地震保険制度との整理・棲み分け

を検討すべき制度である。 

第２に、SBI少額短期保険株式会社の「Resta」がある。「Resta」は、2006（平成 18）年

4 月の保険業法の改正によって認められた少額短期保険業を行う SBI 少額短期保険株式会

社（旧社名日本震災パートナーズ）が、現行の地震保険では十分な地震被害による損害を

填補できないことに対処するために、地震保険をベースにした場合の不足分についてもこ

の保険によってカバーできる。 

第 3に、民間独自の地震保険の上乗せ保険商品がある。損害保険各社は、東日本大震災

後に、主契約の火災保険金額の 50％を超える部分を補償する新たな地震保険商品を開発し

販売している。例えば、東京海上日動火災は、地震保険は最高でも保険の対象の支払限度

額(保険金額)の 50％までの補償となるが、地震保険に加えて「地震危険等上乗せ補償特約」

を契約すると、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害について最大 100％

の補償が可能になるとしている。また、損保ジャパンの火災保険も、「地震危険等上乗せ特

約」という名で、地震等を原因とする火災、損壊、埋没、流失の損害が生じた場合に、地

震保険金額とあわせて、最大で火災保険金額の 100％まで補償する保険商品を提供してい

る。保険料は、地震保険制度の保険料よりも高く、１年ごとの更新が必要などの制限もあ

り、一部富裕層をターゲットにした保険商品にならざるを得ない。 

第 4 に、被災者生活再建支援制度がある。この被災者生活再建支援制度が個人住宅とい

う個人資産の形成に対し、罹災証明書に基づき、最大 300 万円を給付して助力するという

形になっている。その内容が更に充実していくということになってくると、地震保険制度

との役割分担の整理が重要性を増す。被災者生活再建支援制度は、居住用建物を所有しな

い被災者も含めて広くその救済範囲が設定されており、地震保険制度と共働して被災者を

救済していく制度である。同制度がどこまでその内容を充実していくか、あるいは充実で

きるかは現在のところ未知数であるが、国及び地方自治体の財源に限りがある以上あまり

多くは望めない。地震保険制度の改善を検討する場合、被災者生活再建支援制度の今後の

発展を注視する必要がある。 
 

③ 個別支払限度額の設定  

保険契約者の個別の支払限度額を、地震保険制度の創設当初は、居住用建物について 90

万円，生活用動産について 60万円とした（地震保険法施行令 2条旧規定）。損害填補とい

うよりも見舞金的費用保険として地震保険制度は始まったが、その後、この支払限度額は、

徐々に増額され、1996（平成 8）年 1月 1日から居住用建物 5,000 万円,生活用動産 1,000

万円になり、それが現在まで継続している。 

④ 家計保険に限定  

企業物件と住宅物件を包摂する地震保険制度とせずに，企業物件は 1956（昭和 31）年に

創設された従来の地震危険担保特約に任せて，住宅物件のみをその保険的保護の対象とす

ること（地震保険法 2条 2項 1号）によって，集積損害の絶対量を抑制した。 

⑤ 政府の超過損害額再保険 

 政府による再保険は，地震危険の第 2次的分散を政府の再保険で行うものである（地震

保険法 3条）。地震保険の創設にあたり政府の補完措置として種々の方法が提案されたが，
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結局，再保険が最も妥当であるとの結論に達した。そして，再保険の方式にも，常に一定

割合を再保険する比例再保険方式と一定額を超える損害を再保険する超過損害額再保険方

式とがあったが，比例再保険方式は，地震による小損害についてもすべて政府が支払をし

なければならない点で繁瑣であり，地震災害であっても民間の担保力の範囲内の損害には，

政府の援助を必要としないという理由で，超過損害額再保険方式が採用された。現在でも

それが維持されている。2021（令和 3）年 4 月 1 日からは、第１レイヤーは民間が 1,259

億円を支払い、第 2 レイヤーでは、民間と政府が半分の支払を担当し、1,402 億円を民間

701 億円、政府 701 億円を支払い、第 3 レイヤーの支払が必要な巨大地震については、民

間 289 億円（約 0.2％）、政府 11 兆 7,050 億円（99.8％）を支払いをすることになってい

る。 

⑥ 総支払地震保険金限度額の設定  

一回の地震等により支払う政府および保険会社の金額には一定の限度が設けられ，この

保険金総支払限度額を超えるときは，個々の保険金を保険金額に応じて按分比例的に削減

することにした（地震保険法 4条，同施行令 4条，同施行規則 3条）。この保険金総支払限

度額は，発足時は 3,000億円とされた。その後、阪神淡路大震災や東日本大震災をはじめ、

各地で頻発した地震の発生によって、地震保険の加入者が増加したことにより、ほぼ毎年

のように増加し、2021（令和 3）年 4月 1日から、総支払限度額は 12兆円にまで増額され

ている。 

 

（2）大数の法則にのりにくいこと 

 第 2の問題である，地震の発生頻度や地震損害の度合いが統計学上の大数の法則にのり

にくいことというのは，地震保険料の算出の基礎となる地震発生率および地震損害率を導

くことが困難であるということである。すなわち，通常の火災保険の場合，火災発生率お

よび火災損害率は長年にならせば大数の法則によって大体把握できるのであるが，地震保

険の場合には，この統計学における大数の法則の大量観察をもってしても，地震損害が，

種々の複雑な要因，たとえば地震の頻度，地震の強度，地盤の状態，発生時刻，建物の耐

震性および耐火性，建物の稠密度，風向きなどに左右されるため，正確な把握が困難なの

である。 

 このような地震損害率の算出の困難性から，望ましい営業保険料（純保険料と付加保険

料）を正確に導き出すことは当然のことながら期待できない。この事は、地震保険の保険

料をいくらに設定するかという困難な問題に直結する。 

そこで，創設時の地震保険の保険料率は，純保険料率について，1498 年から 1964 年に

いたる 467年間に日本に発生し，災害を伴った 320の地震について，過去の記録等から求

められる各々の地震の大きさに基づき，これら 320の地震が再来した場合に，倒壊・焼失・

流失等によりどの程度の損害が発生するかを予測し，さらに 320の地震に含まれていない

火山噴火・津波および北海道などの不明分を雑損害額として推定して加算し，純保険料率

を算出した。そして，1等地，2等地，3等地の等地区分および建物の木造・非木造による

構造区分も設けたが，建物と家財の料率区分は設けなかった。また，付加保険料率につい

ては，地震保険の公共的性格から付加保険料を極力圧縮し，社費（損害調査費を含む）は

営業保険料の 10％，代理店手数料も同じく 10％とした（地震保険法 5条 1項参照）。 
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その後、地震保険の保険料率については数度の改定がなされた。 

現在の保険料率については、基本料率が、１等地、２等地、３等地の３つに分かれ、そ

れぞれの等地に都道府県別で割り振られている。耐火構造及び準耐火構造の建物をイ構造

とし、それ以外をロ構造として保険料率が定められている。地震保険料の割引率が定めら

れていて、①建築年割引率 10％、②耐震投球割引率 10％、30％、50％の 3段階、③免振建

築物割引率 50％、④耐震診断割引率 10％となっている。また、２年から 5年の保険期間の

長期契約を認め、2年 1.90、3年 2.85、4年 3.75、5年 4.70の地震保険料の割引をしてい

る。 

 

（3）逆選択のおそれ  

第 3の問題である，地震保険における逆選択の問題とは，地震危険を強く感じる地域の

人々のみが，地震保険に加入してくるおそれが大きいということである。もし，このよう

な逆選択が行われると，保険会社はその危険の分散ができず，窮地に陥ることになる。こ

れは，地域的な横の逆選択であるが，時間的ないし歴史的な縦の逆選択もなされるおそれ

もあった。そこで，創設時の地震保険は，この逆選択を回避する方法として，住宅総合保

険および店舗総合保険に地震保険を自動付帯（強制付帯）させてその引き受けのリスクを

分散しようとした。その後、この自動付帯は、中小の損害保険会社からの要望で、1975（昭

和 50）年 4月 1日から原則自動付帯方式（その実質は任意付帯）に変更され、現在まで継

続している。 

 

３ 地震保険制度の課題について 

 東日本大震災後、地震保険制度を改善する方向で、財務省内に、「地震保険制度に関する

プロジェクトチーム」が発足し、平成 24年 4月 23日に第１回会合を開催し、その後、平

成 24年 7月 6日の第 6回目の会合で、中間的整理を発表し、平成 24年 11月 30日の第 12

回目の会合において報告書をとりまとめた。その約 1年後の平成 25年 11月より 3回にわ

たりフォローアップ会合を開催し、報告書で整理された課題をめぐる状況等を確認し、平

成 27年 2月に、さらに 4回の会合渡り課題に関して討議を重ね、平成 27年 6月 24日に、

議論のとりまとめを公表した。きわめて充実した討議の内容となっており、財務省のホー

ムページに公表されている。 

 この「地震保険制度に関するプロジェクトチーム」で議論に上がった諸課題は多岐にわ

たっている。本稿では、その諸課題の中で、特に重要と思われる地震保険制度の課題で、

筆者も関心のある課題を取り上げ私見も併せて提示したい。 

 

（1） 再保険スキームについて 

① 民間の保険会社の地震保険責任はどうあるべきか 

巨大地震が連続して発生したような事態が生じた場合、巨額の支払債務を負担し、債務

超過のおそれが生じ、地震保険再保険会社（以下「地再社」という。）はもとより、元受損

害保険会社（以下「元受社」という。）が破綻の危機に直面する事態は回避したいと思うこ
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とは営利企業である民間企業からすると当然の事であろう。そこで、地震保険の事業から

は撤退して、地震保険責任を民間は負わず、政府が全面的に負担する仕組みに変更するか、

債務超過の危機を回避するために、民間の保険責任は最小限度にとどめる方向で改めるべ

きであるか、という主張がなされている。 
民間の保険会社の保険責任の最小化の手法として、第１に、保険責任を政府に一元化し

て民間は地震保険の販売・査定・支払業務だけに特化する方法である。第 2 に、再保険ス

キームを民間が負担する保険責任を自動的に縮小する自動改定の仕組みを設けることが考

えられる。あるいは、第 3 に、巨大地震災害に関しては政府に全面的に任せ民間は中小規

模の地震災害だけに保険責任を限定するという案がある。さらに、第 4 に、再保険スキー

ムの第 3 レイヤーの保険責任から民間を開放する案などが考えられる。 
② ４つの責任軽減手法について 
第１の手法に対して、保険責任を政府に一元化して民間の保険会社は、地震保険の販売・

査定・支払業務だけに特化することは極論ではあるが、民間の保険会社の企業破綻を回避

することを考えるとあり得ないことではない。しかしながら、1966（昭和 41）年に地震

保険を創設し民間がそれにコミットしてきた経緯や企業の社会的責任（CSR）の観点から

は望ましいことではないので、今後この手法をとるべきではないと考える。 
第 2 の手法について、民間の保険責任を例えば危険準備金の限度にする再保険レイヤー

の自動改訂規定を地震保険施行令第 3 条、同施行規則第第 1 条の 3 に盛り込むことは、民

間の危険準備金の枯渇という事態になったとしても地再社及び元受社を債務超過の危険か

ら保護するという点で重要である。しかし、国の予算編成は財政事情・経済情勢など時々

の状況に応じて適時適切に編成し国会の議決を受けるという財政民主主義と抵触するおそ

れがある。国会の議決なく予算編成を変更することになるからである。確かに財政民主主

義と衝突する懸念があることは問題であるが、民間保険会社にも社会的責任があるとはい

え、連続地震による民間の破綻という恐怖を常に抱えながらいることは企業としての社会

的信用度を失いかねない立場に民間保険会社を追い込むことを意味している。国家政策と

して政府が地震保険の創設を推進してきたことに賛同して関与した民間保険会社にここま

でのリスクを負担させていいものか疑問であり、再保険レイヤーの自動改訂が認められる

ことが最善の方法であると思われるが、現時点では実施は困難である。 
第 3 に手法については、この見解は、地震保険の創設当初から議論され、その後も巨大

地震が想定される南関東に地域限定をした地震保険（第 1 種地震保険と仮称）とそれ以外

の地域の地震保険（第 2 種地震保険と仮称）の区分を設けるべきであるという見解も主張

された。南関東だけが巨大地震が発生するとは限らないこと、南関東においても中小規模

の地震があった場合はどうするのか疑問があることから批判されている。 
第 4 の手法に対しては、このような見解に対しては、第 3 レイヤーの民間負担は損害査

定を行う民間保険会社のモラルハザード防止の観点から設けられているのでその負担をな

くすことは適当ではないとの反対意見がある。 
現行制度の再保険レイヤーに対する、新たな方法としていずれも考えられる見解である

が、現時点においては、その実施はかなり困難であり、現行制度のまま今後も推移してい

くであろう。 
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（２）保険料率の改善について 

① 付保率・世帯加入率のアップの必要性 
地震保険の安定性・持続可能性を確保、すなわち強靭性をもたせるには、地再社・元受

社の危険準備金残高と政府の地震特会の責任準備金残高を潤沢にして、いつでもどのよう

な地震が発生しようが、それに対応することができれば間違いなく地震保険制度の安定

性・持続可能性も確保できることは言うまでもない。東日本大震災において官・民併せて

1 兆 2,000 億円の地震保険金を支払い、それぞれの残高が半減したことを受けて、今後ど

のようにしてそれぞれの残高を東日本大震災前の状態に復帰し、それぞれの残高を更に上

乗せして来たるべき首都直下地震や南海トラフの巨大地震にも対応するのかを考えた場合、

今後の地震保険料収入に負うところが大きい。地震保険の加入率は東日本大震災後にはア

ップしているので、保険料率を引上げればそれぞれの残高の復帰とその後の上乗せもスピ

ード感を持って達成できつつある。以上のような地震保険の保有契約件数の増加に加えて、

地震保険料率自体を引上げることにすれば地震保険の安定性・持続可能性をさらに向上す

ることができる。しかしながら、地震保険料率の引き上げは、巨大地震の切迫性や東日本

大震災の支払保険金を回収するためにすることになり、明確な保険料率の算定根拠を国民

に提示する必要があり、世代間の地震保険料の負担の公平性の観点からも問題がある。更

なる地震保険の普及を推進することによって地震保険制度の安定性・持続可能性を獲得す

べきである。それには、地震保険の付帯率や世帯加入率をアップすることが重要である。

阪神淡路大震災、東日本大震災、熊本地震、能登地震などの地震の発生によって、付帯率

や世帯加入率もアップしてきたが、特に、依然として世帯加入率が 35％と低い水準のなる

ことが問題である。 
② 等地区分の是非について－3 等地区分と全国一律化問題 
 現行の都道府県別の 3 等地制や更にリスクに応じた細分化を図るかという観点は、「保

険」の考え方に軸足を置く立場であり、全国一律でよいという平準化は、国民の「連帯」

に軸足を置く立場である。地震保険の基本的な性格論を「保険」の考え方で捉えていくか、

または、「連帯」の考え方で把握するのかという問題であるが、現在の地震保険の姿は、こ

の 2 つの考え方を取り入れた折衷的制度であり、どちらに重点を置くかによって保険料率

の設定の仕方も違いが生じてくる。筆者としては、その重点を「保険」の考え方から「連

帯」の考え方へ若干シフトして地震保険料率も検討すべきと考える。 
「連帯」の考え方から、保険料率を平準化し、全国一律の地震保険料にする、または、

現在の 3等地区分を 2区分に統合するという見解が地震保険PTでも取り上げられている。

その理由は、東日本大震災は、2 等地という料率の低い地域で大規模地震が発生している

という現実があること、地震調査研究推進本部が作成する震源モデルの精度に限界がある

こと、日本全国どこにおいても地震リスクは相当程度高いという現状があることである。 
筆者としても、地震予知の精度が依然として大雑把な確率論にとどまっている現状から

すると、国民を納得させる地震保険料率の決定は不可能であると思われる。そうであれば、

「連帯」の観点から同一の料率設定の方がむしろ納得感が得られる。また、日本全国どこ

でも同じ地震リスクに曝されているというメッセージを国民に対して発することになり、

地震から自らの財産を守るという「連帯」の意識も醸成される。この場合に最も困難な問

題は、全国一律の地震保険料率はどう設定するのかという問題である。3 等地区分の 1 等
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地と 3 等地の中間の料率にするのかどうかが問題になる。理論的には、中間の料率にすれ

ば良いことになるが、これでは以前の収入保険料の総額との間で相違が出てきてしまうの

で、以前の全体の収入保険料を全国の地震保険の保有契約数で除して得た金額を個々の契

約の保険料にすれば収入保険料の総額とほぼ一致する収入保険料になるので、こちらの方

が現実的であろう。そして、日本全国一律の地震保険料を基本として、明確な客観的な基

準に基づき、建物や地盤の保険料率の割引要因や割増要因があれば地震保険料を上げたり

下げたりすることによって地震保険のリスクコントロール機能を持たせることができる。 
しかし、現行の 3 等地区分からすると、同一料率は抜本的な変更になり慎重に今後検討

していくべきである。3 等地区分を 2 等地区分にして最終的に等地区分の廃止という暫時

的な移行を模索することが妥当であろう。 
当面の間、等地区分を存続させる場合、現在の都道府県別の等地区分に合理性があるか 

どうかが検討されるべきであるが、筆者としては、都道府県別等地区分制には合理性がな

いと考える。その理由は、都道府県というのは単なる行政区分であって地震リスクと対応

した区分ではないこと、長野県と静岡県の県境において 2.46 倍もの格差に納得感は得られ

ないこと、同じ東京都や北海道でも都内や道内で地震リスクは同じとすることに抵抗感が

あることである。とはいえ、地震リスクによる等地区分をどのように設定するかという問

題は、きわめて困難な作業が伴い、その地震リスク区分を一応策定してその提示を国民に

した場合、どの程度の科学的根拠を国民に示すことができるかが大きな課題となる。海洋

型地震の場合にはプレート同士の状況の予測、内陸型地震では活断層の今後の活動状況の

予測など納得してもらう地震予知学の科学的知見を提示できるかが最も重要である。それ

ができないからこそ便宜的に都道府県別にしたのかもしれないが、現在のできる限りの科

学的知見に基づいて地震リスク区分を説明することが求められよう。 
また、立地による危険度の料率への反映について、東日本大震災では、津波による甚大

な建物・家財の被害を映像で目の当たりにし、また、液状化したマンションの周辺の敷地

が被った損害を見るにつけ、これらを地震保険料率に加えたら、かなりの地震保険料の引

上げが予想される。現行の地震保険料率への津波被害の反映が比較的に少なく、マンショ

ンの周辺土地の液状化は補償対象になっていなかったからである。津波被害を受けやすい

地域や埋立地で液状化を生じやすい地域を指定してその地域に対し割増料率を適用すると

いうことであれば、割増料率の適用を回避するために、その地域から他の地域に移転する

という立地誘導の契機になり得る。しかしながら、それほど高くない割増料率の適用を受

けたいということでわざわざ引越しをするものだろうか疑問であり、地震保険のリスクコ

ントロール機能からすると立地誘導にはそれほど効果はないと考える。 
さらに、構造区分（非木造・木造）・耐震割引について、非木造と木造の現行の構造区分

は、建物の耐震性に基づくリスク格差に応じたものであるから、現行構造区分は維持した

方が望ましい。耐震割引を得ようとして建物を耐震化することは、多額の耐震費用を考え

れば耐震化のインセンティブにはならない。これに対し、免震構造・制震構造の建物の居

住者は、耐震割引が得られるので、地震保険の加入促進につながる。現行の耐震割引率を

更にアップした割引率にすれば地震保険の加入促進効果は目に見えて上昇するであろう。 
 

（３）損害査定の透明性の確保について 
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地震損害査定の透明性の確保に関しては、地震保険法、同法施行令及び同法施行規則に

は全く規定がないため、損害保険業界の実務の独壇場になっている。損害査定員が査定の

マニュアルあるいは手控えに基づいて査定をしたとしても、査定を受けた加入者はただ査

定の結論のみに甘んじなければならない状況にある。その結論で納得できた加入者であれ

ば問題はないが、どうしても理解できない加入者や、損害なしでなく一部損だ、一部損で

はなく半損だ、半損ではなく全損だと主張したい加入者らは、東日本大震災においても数

多くの苦情や不満を査定員に対して主張した。その結果、再査定、再々査定など数度にわ

たる査定のやり直しを要求した。損害保険会社側としては、数度にわたる査定を繰り返す

義務はないが、地震被害にあった加入者の状況に配慮し、また、訴訟に発展することの煩

わしさを回避するため、それらの要求に応じ、場合によっては、例外的に査定の結果を書

面で回答した例もある。これらの状況をスムーズに解決する手段としては、金融庁による

行政指導や地震保険法施行令の中で書面による回答を義務化する方法があろう。例えば、

地震損害査定報告書などの書面で回答していくことが考えられる。 
これに対し、それをしない理由として考えられることは、第 1 に、巨大地震の場合には

査定件数が膨大に上り、1 つの査定に費やせる時間数に限りがあることから、査定員によ

る査定の正確性に万全を期したとしてもすべての査定にその正確性を達成することが困難

なこと、第 2 に、住民の方が十分時間をかけてその被害の実態を把握できること、第 3 に、

査定に関するトラブルが訴訟に発展した場合、地震損害査定報告書などの書面が書証とし

て証拠方法になり得ることから損害保険会社側を提訴する数が増加し、また、損害保険会

社側が敗訴になる危険性があること、第 4 に、前述した損害区分の境界線すれすれの査定

がなされた場合、住民によるモラルリスクが惹起される危険性があること、第 5 に、査定

の迅速性、保険金の支払の迅速性を害する危険性があることなどが挙げられよう。その意

味で査定の透明性確保の問題もきわめて微妙でデリケートな問題である。 
以上のような書面による報告をしない理由があるとしても、筆者としては、金融庁によ

る行政指導や地震保険施行令あるいは施行規則の中で義務化に向けた法改正をすべきであ

る。一般に、損害保険会社側は、地震保険加入者である住民に対し、説明義務や情報提供

義務を負っている。その義務は地震損害が発生しその査定を行う場面において顕在化し、

損害保険会社の査定情報は住民にとって最も知りたい情報となる。たとえ査定のトラブル

が訴訟に持ち込まれ査定の誤謬が白日の下にさらされたとしても、それが真実ならば損害

保険会社側はそれを甘受すべきであろう。また、住民によるモラルリスクの発生に関して

は、モラルリスクの発生による地震損害の拡大を損害保険会社側が挙証することはきわめ

て難しいが、地震保険加入者は損害の拡大を防止する義務が課せられている以上、損害防

止義務違反を主張・立証する方策を損害保険会社側で講じる工夫や努力をすべきであろう。 
 

（４）「地震団体信用保険」の創設問題について 

二重ローン問題を解消するため住宅ローン残高に連動して保険金を支払う地震団体信用

保険（以下「地震団信」という。）を創設し住宅ローンに附帯する強制地震保険を導入でき

ないかという提案が、地震保険 PT でなされている。傾聴に値する見解でありその具体化

に向けてその実現可能性を検討すべきであろう。「地震団体信用保険」の基本的仕組みは、

(a)住宅購入時の強制地震保険、(b)新耐震基準を満たした建物のみ引受け、(c)全損のみ担
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保、(d)地震保険金額は住宅ローン残高に連動するというものである。 
この提案のメリットは、第 1 に、住宅購入者の二重ローン問題を解消できることである。

二重ローン問題は阪神淡路大震災の時にも深刻な問題として、被災者の生活再建の大きな

足枷となったが、東日本大震災においても同様の問題が深刻化した。二重ローン問題を解

消するために、東日本大震災後、全国銀行協会と日本弁護士連合会などが協力して「個人

版私的整理ガイドライン」（被災ローン減免制度）を平成 23 年 8 月 22 日に策定したが、

その利用が低迷している。その原因は被災者への周知不足や金融機関が債務を減額又は免

除することから消極的で被災者に紹介もしていない実情がある。このような状況を「地震

団信」は打開しようとするもので、マイナスからの再出発ではなく、ゼロからの出発を可

能にするものである。第 2 のメリットは、住宅ローンの債権を有する金融機関にとって「地

震団信」は住宅ローン債権の焦げ付きを解消できる債権保全の手段になることである。住

宅ローンは金融機関にとって重要な資産であり、これが焦げ付くことにより金融機関の財

務の健全性が損なわれ、公的資金の投入という問題に発展する。住宅ローンの焦げ付きが

なくなることは金融機関にとって大きなメリットになる。第 3 のメリットは、住宅購入時

に強制的に地震保険を付保するので、地震保険の加入率が向上し、保険料収入が全国的に

増加し、民間の地再社・元受社の危険準備金と政府の地震特会の責任準備金の積み上げス

ピードが加速し、地震保険制度の強靭性をもたせることに貢献するメリットがある。 
 

（５）マンションに特化した地震保険の創設問題について 

東日本大震災では仙台市を中心にマンション地震被害が多発した。また、千葉県浦安市

等ではマンションの周辺土地の液状化によってライフラインの被害（電力・上水・下水・

ガス・エレベーターの運用不能）が多発し、分譲マンション等の共同住宅に対応した地震

保険の在り方が検討課題になった。 
① マンションの周辺土地、ライフラインである電力設備、水道管などの埋設管、エレベ 
ーター、駐車場、駐輪場、高架水槽、受水槽、浄化槽、階段などの生活継続可能設備等は 
地震保険金の支払対象に追加すべきか 
 1966 年（昭和 41 年）6 月 1 日から地震保険制度がスタートした時点と比較して、マン

ションの建設棟数も、現在では格段に増加し、高層化がなされた。首都圏の湾岸エリアを

中心としてタワーマンションも林立している。高層化したマンションにおいては、明らか

に戸建て住宅の住民とは違う地震被災状況があり、きわめて深刻である。東日本大震災や

その後の熊本地震はそのことを如実に物語るものとなった。雨・露を凌げれば良いという

ことだけではマンション住民に生活の大きな支障があることが明らかになった。この問題

は、仙台市のマンションだけではなく、液状化の被害を被った浦安市をはじめとする首都

圏・関東圏の広域に及んだ。水・電気・ガスが生活に欠かせないことは誰でも想像できる。

水の供給がストップすればトイレ・浴室・台所が機能しなくなり、電気の供給がストップ

すればエレベーターの停止、トイレ・浴室の使用不能、テレビやパソコンによる情報収集

不能、夜間の部屋は真っ暗闇ということで、マンションの専有部分における生活ができな

い。できるとしてもかなりの不便を強いられる。さらに大きな問題としては地震によって

損傷したライフラインの復旧に莫大な予算と長期の期間を必要とすることである。ライフ

ラインの復旧が地震保険の補償対象外ということで問題となる。これは戸建て住宅では想
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像しがたい問題である。 
② 修繕積立金とマンション地震保険料のアップについて 
マンションは周知のように経年劣化に備えて修繕積立金を蓄積している。特に、大規模

修繕に備えた修繕積立金は来るべき大規模修繕の時期が数年先であれば、とりあえずこの

修繕積立金を取り崩してライフラインの復旧の予算とし、数年かけて大規模修繕のための

不足した予算を含めて積立をしていけばよいことになる。しかし、修繕積立金の積立状況

は個別のマンションによって大きく相違する。修繕積立金の取り崩しができないマンショ

ンではマンション住民からライフラインの復旧のための資金の供出を一括あるいは分割で

徴収することになる。修繕積立金の取り崩しやマンション住民からの個別徴収は、どちら

にせよ、マンション住民に大きな負担となる。この大きな負担を解消するために、地震保

険の補償対象に、「主要構造部」だけではなく、マンションの周辺土地及びライフラインの

復旧を追加すべきかが議論されるべきである。被災者生活再建支援法に基づく支援金、全

国から寄せられた義捐金、被災自治体による復旧支援金などで対応できる場合には問題な

いが、マンションの周辺土地の整備やライフラインの水道管などの埋設管の修理費用が多

額になる場合には、地震保険の補償対象に追加していくべきであろう。そのためには、地

震保険法施行令第 1 条を改正して、同条第 3 項の居住用建物の原状回復のための地盤等の

復旧費用、同条第 5 項の床上浸水復旧費用のあとに、マンションのライフライン復旧費用

も一部損認定とみなすべきであろう。そうすることが、地震保険法第 1 条の「被災者の生

活の安定に寄与」することに繋がるからである。マンションの地震保険の補償範囲を拡大

することは、それだけ手厚い補償を地震保険制度に要求することになるので、マンション

の地震保険料をその分アップすることが合理的である。現行の地震保険料率は、例えば 3
等地の東京都ではマンションの「イ構造」では、年間保険料として保険金額 1,000 円につ

き 2.75 円なのに対し、木造の戸建ての「ロ構造」では、年間保険料として保険金額 1,000
円につき 4.11 円になっている。マンションは、戸建ての約 33％という安い保険料になっ

ているが、この保険料を幾分アップすることも視野に入れなければならない。地震保険料

に関してマンションと戸建てとのバランスを加味した調整が必要になろう。 
 

おわりに 
 1966 年（昭和 41 年）に創設され、59 年間にわたって、地震保険制度が存続してきた。

制度としての持続可能性を含めた議論が今後も展開されるであろう。この問題は、マクロ

的に考えれば、公的年金制度、公的介護保険制度、国民健康保険制度をわが国は維持運営

していくのかという問題と同じフェーズの議論となる。どの制度も巨額の国家予算を背景

とすること、全国民が対象となり得る制度であることに共通点がある。 
本稿では、ミクロ的に国民にとって納得できる望ましい地震保険制度の在り方を論じた

が、ミクロの修正がマクロに大きな影響を及ぼす結果になることもあり得る。 
現在、保険加入が義務付けられている他の保険との関係でも問題となり、自動車損害賠

償責任保険（自動車の強制保険）、国民健康保険・健康保険、公的年金保険、公的介護保険

はなぜ強制なのか、それぞれ理由があって強制あるいは事実上強制になっているので、地

震保険も災害時の民心の安定、生活の安定を考えた場合強制することも意味がある。 
ともあれ、わが国が「地震大国日本」である以上、この宿命的な課題を克服する、国民
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的コンセンサス、政治的リーダーシップが今こそ求められているときはない。今後、地震

保険 PT が検討した内容や作成した報告書が示した抜本的な改革は、地震保険制度の根幹

に大きな影響を与え、現在までの地震保険制度の運用との連続性を断絶する可能性がある

ということで慎重であるべきだと思うが、「地震大国日本」である以上、地震に強い国造り

に結びつくような改正を今後も期待したい。 
 


